
 

1 

○
環
境
省
告
示
第
五
十
四
号 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

の
施
行
に
伴

い

及
び
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る

び
第
七
項
並

び
に
第
三
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
四
年
五
月
二
十
六
日 

環
境
大
臣 

山
口 

 

壯 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
告
示
の
整

備
に
関
す
る
告
示 

家
庭
動
物
等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正

 

第
一
条 

家
庭
動
物
等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ



 

2 

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た

当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も

の
の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

れ
を
削
り

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

新
た
に
追
加

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 
 

前 

第
３
 
共
通
基
準
 

１
～
９
 
（
略
）
 

1
0
 
犬
及
び
猫
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着
等
に
係
る
飼
い
主
の
責
務
 

⑴
 
法
第

3
9
条
の
２
第
２
項
に
基
づ
き
、
所
有
す
る
犬
又
は
猫
に
マ
イ

ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装
着
し
た
者
は

、
法
第

3
9
条
の
５
第
１
項
に
基
づ
き

、
当
該
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装

着
し
た
日
か
ら

30
日
を
経
過
す
る
日

（
そ

の
日

ま
で

に
当

該
犬

又
は

猫
の

譲
渡

し
を

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

譲
渡

し
の

日
）

ま
で

に
、

環
境

大
臣

（
指

定
登

録
機

関
が

登
録

関
係

事
務

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
指

定
登

録
機

関
。

以
下

同
じ
。
）
の
登
録
を
受
け
る
こ

と
。
 

⑵
 
法
第

39
条
の

６
第
１
項

に
基
づ
き

、
犬

猫
等

販
売

業
者

以
外

の

者
で

あ
っ

て
、

登
録

を
受

け
た

犬
又

は
猫

を
当

該
犬

又
は

猫
に

係

第
３
 
共
通
基
準
 

１
～

９
 

（
略
）
 

（
新
設
）
 



 

3 

る
登

録
証

明
書

と
と

も
に

譲
り

受
け

た
も

の
は

、
当

該
犬

又
は

猫

を
取
得
し
た
日
か
ら

3
0
日
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
ま
で
に
当
該
犬

又
は

猫
の

譲
渡

し
を

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

譲
渡

し
の

日
）

ま
で
に
環
境
大
臣
の
変
更
登
録

を
受
け
る
こ
と
。
 

⑶
 
法
第

3
9
条
の
５
第
８
項
に
基
づ
き
、
登
録
を
受
け
た
者
は
、
動
物

の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
平
成

18
年
環
境
省
令

第
１
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第

21
条
の
７
第
７
項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

変
更

を
生

じ
た

と
き

は
、

変
更

を
生

じ
た

日
か

ら
3
0
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
環
境
大
臣
に
届
け
出
る

こ
と
。
 

⑷
 
法
第

3
9
条
の
４
に
基
づ
き
、
何
人
も
、
犬
又
は
猫
の
健
康
及
び
安

全
の

保
持

上
支

障
が

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
を

除
き

、
当

該
犬

又
は

猫
に

装
着

さ
れ

て
い

る
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

を
取

り
外

し
て

は
な

ら
な
い
こ
と
。
 

⑸
 
法
第

3
9
条
の
８
に
基
づ
き
、
登
録
を
受
け
た
犬
又
は
猫
の
所
有
者

は
、
当
該
犬
又
は
猫
が
死
亡
し

た
と
き
、
及
び
施
行
規
則
第

2
1
条
の

６
の

当
該

犬
又

は
猫

の
健

康
及

び
安

全
の

保
持

上
支

障
が

生
じ

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

該
当

す
る

も
の

と
し

て
、

獣
医

師
が

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
を

取
り

外
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

環
境

大
臣

に
届
け
出
る
こ
と
。
 



  

4 

動
物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
の

 
第
二
条 
動
物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
一

月
環
境
省
告
示
第
二
十
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

対
象
規
定

当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の

の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

削

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

新
た
に
追
加

 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 

第
２

 
定

義
 

⑴
 

（
略

）
 

⑵
 

家
庭

動
物

等
 

愛
が

ん
動

物
又

は
伴

侶
動

物
（

コ
ン

パ
ニ

オ
ン

ア

ニ
マ

ル
）

と
し

て
家

庭
等

で
飼

養
又

は
保

管
を

さ
れ

て
い

る
動

物
並

び
に

情
操

の
か

ん
養

及
び

生
態

観
察

の
た

め
飼

養
又

は
保

管
を

さ
れ

て
い

る
動

物
で

あ
っ

て
、

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
8
年

法
律

第
1
0
5
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

）
第

2
5
条

の

第
２

 
定

義
 

⑴
 

(
略

）
 

⑵
 

家
庭

動
物

等
 

愛
が

ん
動

物
又

は
伴

侶
動

物
（

コ
ン

パ
ニ

オ
ン

ア

ニ
マ

ル
）

と
し

て
家

庭
等

で
飼

養
又

は
保

管
を

さ
れ

て
い

る
動

物
並

び
に

情
操

の
か

ん
養

及
び

生
態

観
察

の
た

め
飼

養
又

は
保

管
を

さ
れ

て
い

る
動

物
で

あ
っ

て
、

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
5

条
の

２
に

規
定

す
る

特
定

動
物

（
以

下
単

に
「

特
定

動
物

」
と



  

5 

２
に

規
定

す
る

特
定

動
物

（
以

下
単

に
「

特
定

動
物

」
と

い
う

。
）

以
外

の
も

の
を

い
う

。
 

⑶
・

⑷
 

（
略

）
 

第
４

 
識

別
器

具
等

の
装

着
又

は
施

術
の

方
法

 

⑴
 

（
略

）
 

⑵
 

動
物

の
区

分
ご

と
の

識
別

器
具

等
の

種
類

 

イ
 

家
庭

動
物

等
及

び
展

示
動

物
 

所
有

者
の

氏
名

及
び

電
話

番
号

等
の

連
絡

先
を

記
し

た
首

輪
、

名

札
等

又
は

所
有

情
報

を
特

定
で

き
る

記
号

が
付

さ
れ

た
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

、
入

れ
墨

、
脚

環
等

に
よ

る
こ

と
。

な
お

、
首

輪
、

名
札

等
経

時
的

変
化

等
に

よ
り

脱
落

し
、

又
は

消
失

す
る

お
そ

れ
の

高
い

識
別

器
具

等
を

装
着

し
、

又
は

施
術

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

可
能

な
限

り
、

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
、

脚
環

等
の

非
常

災
害

時
に

お
い

て
も

脱
落

の
お

そ
れ

が
低

く
、

よ
り

耐
久

性
の

高
い

識
別

器
具

等
を

併
用

し
て

装
着

す
る

こ
と

。
法

第
3
9

条
の

２
第

２
項

に
基

づ
き

、
所

有
す

る

犬
又

は
猫

に
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

を
装

着
し

た
者

は
、

法
第

3
9

条
の

５
第

１
項

に
基

づ
き

、
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

を
装

着
し

た
日

か
ら

3
0

日
を

経
過

す
る

日
（

そ
の

日
ま

で
に

当
該

犬
又

は
猫

の
譲

渡
し

を
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
譲

渡
し

の
日

）
ま

で
に

、
環

境
大

臣
（

指
定

登
録

機
関

が
登

録
関

係
事

務
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

指
定

登
録

機
関

。
）

の
登

録
を

受
け

る
こ

と
。

 

 

い
う

。
）

以
外

の
も

の
を

い
う

。
 

 ⑶
・

⑷
 

（
略

）
 

第
４

 
識

別
器

具
等

の
装

着
又

は
施

術
の

方
法

 

⑴
 

（
略

）
 

⑵
 

動
物

の
区

分
ご

と
の

識
別

器
具

等
の

種
類

 

イ
 

家
庭

動
物

等
及

び
展

示
動

物
 

所
有

者
の

氏
名

及
び

電
話

番
号

等
の

連
絡

先
を

記
し

た
首

輪
、

名

札
等

又
は

所
有

情
報

を
特

定
で

き
る

記
号

が
付

さ
れ

た
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

、
入

れ
墨

、
脚

環
等

に
よ

る
こ

と
。

な
お

、
首

輪
、

名
札

等
経

時
的

変
化

等
に

よ
り

脱
落

し
、

又
は

消
失

す
る

お
そ

れ
の

高
い

識
別

器
具

等
を

装
着

し
、

又
は

施
術

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

可
能

な
限

り
、

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
、

脚
環

等
の

非
常

災
害

時
に

お
い

て
も

脱
落

の
お

そ
れ

が
低

く
、

よ
り

耐
久

性
の

高
い

識
別

器
具

等
を

併
用

し
て

装
着

す
る

こ
と

。
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犬
及
び
猫
の
引
取
り
並
び
に
負
傷
動
物
等
の
収
容
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
の

 

第
三
条 

犬
及
び
猫
の
引
取
り
並
び
に
負
傷
動
物
等
の
収
容
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告

示
第
二
十
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

ロ
 

（
略

）
 

ロ
 

（
略

）
 

第
７

 
関

係
行

政
機

関
等

の
責

務
 

関
係

行
政

機
関

に
あ

っ
て

は
、

指
定

登
録

機
関

と
連

携
し

、
所

有
明

示
に

関
す

る
普

及
啓

発
を

行
う

と
と

も
に

、
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
情

報

の
読

取
機

（
リ

ー
ダ

ー
）

を
収

容
施

設
等

に
配

備
す

る
等

に
よ

り
、

識

別
器

具
等

に
記

号
に

よ
り

付
さ

れ
た

所
有

情
報

を
読

み
取

る
た

め
の

体

制
の

整
備

を
図

る
こ

と
。

 
ま

た
、

管
理

者
は

、
所

有
情

報
の

検
索

が
全

国
規

模
で

効
率

的
か

つ

迅
速

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

、
管

理
者

間
で

情
報

を
共

有
す

る
体

制
の

整

備
等

に
つ

い
て

、
連

携
し

て
協

力
を

行
う

こ
と

。
 

第
８

 
犬

猫
等

販
売

業
者

等
の

責
務

 
犬

猫
等

販
売

業
者

等
に

あ
っ

て
は

、
指

定
登

録
機

関
等

に
よ

り
、

所

有
情

報
の

検
索

が
全

国
規

模
で

効
率

的
か

つ
迅

速
に

行
わ

れ
る

よ
う

に

、
関

係
行

政
機

関
等

と
連

携
し

て
協

力
を

行
う

こ
と

。
ま

た
、

あ
ら

か

じ
め

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
等

を
装

着
し

て
販

売
す

る
場

合
に

は
、

そ
の

目

的
及

び
所

有
者

情
報

の
登

録
・

更
新

が
必

要
で

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

、

購
入

者
へ

の
周

知
に

努
め

る
こ

と
。

 

第
７

 
関

係
行

政
機

関
等

の
責

務
 

関
係

行
政

機
関

に
あ

っ
て

は
、

所
有

明
示

に
関

す
る

普
及

啓
発

を
行

う
と

と
も

に
、

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
の

情
報

の
読

取
機

（
リ

ー
ダ

ー
）

を

収
容

施
設

等
に

配
備

す
る

等
に

よ
り

、
識

別
器

具
等

に
記

号
に

よ
り

付

さ
れ

た
所

有
情

報
を

読
み

取
る

た
め

の
体

制
の

整
備

を
図

る
こ

と
。

 
ま

た
、

管
理

者
は

、
所

有
情

報
の

検
索

が
全

国
規

模
で

効
率

的
か

つ

迅
速

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

、
管

理
者

間
で

情
報

を
共

有
す

る
体

制
の

整

備
等

に
つ

い
て

、
連

携
し

て
協

力
を

行
う

こ
と

。
 

 
第

８
 

犬
猫

等
販

売
業

者
等

の
責

務
 

犬
猫

等
販

売
業

者
等

に
あ

っ
て

は
、

第
４

の
（

１
）

の
ニ

に
掲

げ
る

団
体

等
に

よ
り

、
所

有
情

報
の

検
索

が
全

国
規

模
で

効
率

的
か

つ
迅

速

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

、
関

係
行

政
機

関
等

と
連

携
し

て
協

力
を

行
う

こ

と
。

ま
た

、
あ

ら
か

じ
め

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
等

を
装

着
し

て
販

売
す

る

場
合

に
は

、
そ

の
目

的
及

び
所

有
者

情
報

の
登

録
・

更
新

が
必

要
で

あ

る
こ

と
に

つ
い

て
、

購
入

者
へ

の
周

知
に

努
め

る
こ

と
。
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次
の
表

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改

対
象
規
定

当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の

の
よ
う
に
改

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

削

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

新
た
に
追
加

 

改 
 

 
 

 
 

 
正 

 
 

 
 

 
 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 

第
３

 
保

管
、

返
還

及
び

譲
渡

し
 

１
 

（
略

）
 

２
 

都
道

府
県

知
事

等
は

、
殺

処
分

が
な

く
な

る
こ

と
を

目
指

し
て

、

施
設

に
保

管
す

る
犬

、
猫

等
の

動
物

（
以

下
「

保
管

動
物

」
と

い

う
。

）
の

う
ち

、
所

有
者

が
い

る
と

推
測

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

公
報

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
に

よ
る

情
報

の
提

供
等

に
よ

り
、

ま
た

、
犬

又
は

猫
に

装
着

さ
れ

た
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
識

別
番

号
の

明
ら

か
な

も
の

に
つ

い
て

は
環

境
大

臣
（

指
定

登
録

機
関

が
登

録
関

係
事

務
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

指
定

登
録

機
関

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
登

録
団

体
等

へ
の

照
会

等
に

よ
り

、
当

該
保

管
動

物
の

所
有

者
の

発
見

に
努

め
る

こ
と

。
 

３
・

４
 

（
略

）
 

第
３

 
保

管
、

返
還

及
び

譲
渡

し
 

１
 

（
略

）
 

２
 

都
道

府
県

知
事

等
は

、
殺

処
分

が
な

く
な

る
こ

と
を

目
指

し
て

、

施
設

に
保

管
す

る
犬

、
猫

等
の

動
物

（
以

下
「

保
管

動
物

」
と

い

う
。

）
の

う
ち

、
所

有
者

が
い

る
と

推
測

さ
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

公
報

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

等
に

よ
る

情
報

の
提

供
等

に
よ

り
、

ま
た

、
標

識
番

号
等

の
明

ら
か

な
も

の
に

つ
い

て
は

登
録

団
体

等
へ

の
照

会
等

に
よ

り
、

当
該

保
管

動
物

の
所

有
者

の
発

見
に

努
め

る
こ

と
。

 

   ３
・

４
 

（
略

）
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附 

則 

こ
の
告
示

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の

か
ら
施
行

 

５
 

保
管

動
物

の
譲

渡
し

に
当

た
っ

て
は

、
飼

養
を

希
望

す
る

者
に

対

し
て

事
前

に
飼

養
方

法
等

に
関

す
る

講
習

等
を

行
う

と
と

も
に

、
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
装

着
及

び
環

境
大

臣
へ

の
登

録
等

並
び

に
不

妊
又

は
去

勢
の

措
置

が
確

実
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
ま

た
、

飼
養

を
希

望
す

る
者

が
第

二
種

動
物

取
扱

業
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

適
切

に
届

出
が

な
さ

れ
て

い
る

か
等

に
つ

い
て

確
認

を
行

う
こ

と
。

 

６
～

８
 

（
略

）
 

５
 

保
管

動
物

の
譲

渡
し

に
当

た
っ

て
は

、
飼

養
を

希
望

す
る

者
に

対

し
て

事
前

に
飼

養
方

法
等

に
関

す
る

講
習

等
を

行
う

と
と

も
に

、
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
装

着
及

び
不

妊
又

は
去

勢
の

措
置

が
確

実
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

措
置

を
講

じ
る

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
ま

た
、

飼
養

を
希

望
す

る
者

が
第

二
種

動
物

取
扱

業
に

該
当

す
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

適
切

に
届

出
が

な
さ

れ
て

い
る

か
等

に
つ

い
て

確
認

を
行

う
こ

と
。

 

６
～

８
 

（
略

）
 


